
― 1 ― 

令和６年第１回足寄町議会定例会議事録（第１号） 

令和６年３月５日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君（午後欠席） 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   加 藤 勝 廣 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ３  諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ４  行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ５  行政執行方針（町長・教育長）＜Ｐ５～Ｐ１５＞ 

 日程第 ６  報 告 第 ３ 号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の締 

結について＜Ｐ１５～Ｐ１６＞ 

 日程第 ７  議 案 第 ９ 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について＜Ｐ１６＞ 

 日程第 ８  議案第１０号 第４期足寄町障がい者福祉計画・第７期足寄町障がい福祉 

計画・第３期足寄町障がい児福祉計画（令和６年度～令和 

８年度）について＜Ｐ１６～Ｐ２１＞ 

 日程第 ９  議案第１１号 足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について＜Ｐ２１ 

～Ｐ２７＞ 

 日程第１０  議案第１２号 足寄町行政手続における特定の個人を識別するための番号 

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個 

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例＜Ｐ２７ 

～Ｐ２８＞ 

 日程第１１  議案第１３号 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

＜Ｐ２８～Ｐ２９＞ 

 日程第１２  議案第１４号 足寄町監査委員条例及び足寄町病院事業の設置等に関する 

条例の一部を改正する条例＜Ｐ２９～Ｐ３０＞ 

 日程第１３  議案第１５号 足寄動物化石博物館設置及び管理条例の一部を改正する条 

例＜Ｐ３０＞ 

 日程第１４  議案第１６号 足寄町介護保険条例の一部を改正する条例＜Ｐ３０～Ｐ３ 

２＞ 

 日程第１５  議案第１７号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に 

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制 

定について＜Ｐ３２～Ｐ３３＞ 

 日程第１６  請 願 第 １ 号 将来にわたり持続可能な農業の実現を図る食料・農業・農 

村基本法改正等に関する請願書＜Ｐ３３＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席であり

ます。 

 ただいまから、令和６年第１回足寄町議

会定例会を開会します。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、４番矢野利惠

子君、５番田利正文君を指名いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

昨日開催されました第１回定例会に伴う議

会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

す。 

会期は、本日３月５日から３月２２日ま

での１８日間とし、このうち６日から１２

日までと、１５日から１７日までと、２０

日の１１日間は休会となります。 

次に、審議予定について報告いたしま

す。 

本日、３月５日は、議長の諸般の報告を

行います。 

次に、町長から行政報告を受けた後、町

長、教育長から行政執行方針を受けます。 

次に、議案等の審議方法について申し上

げます。 

最初に、報告第３号の報告を受けます。 

次に、議案第９号と、議案第１１号から

議案第１７号までを即決で審議いたしま

す。 

議案第１０号については、文教厚生常任

委員会へ付託し、会期中の委員会審査とい

たします。 

請願第１号については、総務産業常任委

員会へ付託し、会期中の委員会審査といた

します。 

１３日は一般質問を行います。 

１４日以降の審議予定については、一般

質問者の人数などにより流動的であります

ので、今後の議会運営委員会において協議

し、皆様に御報告をいたしますので、御了

承願います。 

なお、議案第１８号から議案第２６号ま

での補正予算案は、後日、提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

また、議案第２７号から議案第３６号ま

での新年度予算案については、後日、提案

説明を受けた後、予算審査特別委員会を設

置し、会期中の審査といたします。 

以上で、議会運営委員会の協議結果の報

告を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 会期決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２２日

までの１８日間にしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は本日から３月２２日

までの１８日間に決定いたしました。 

 なお、１８日間のうち、６日から１２日

までの７日間と、１５日から１７日までの

３日間並びに２０日の１日間は休会といた
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したいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、１１日間は休会に決定いたしま

した。 

 なお、今定例会における一般質問通告書

の提出期限は、３月７日木曜日の午後４時

まででありますので、よろしくお願いいた

します。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 諸般の

報告を行います。 

 議長の報告事項は、印刷してお手元に配

付のとおりです。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、２件の行政報告を申し上げ

ます。 

 まず、令和５年度から令和７年度までを

計画期間とする「足寄町デジタル・トラン

スフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を

別冊のとおり策定しましたので御報告いた

します。 

デジタル技術は近年、急速に発展・普及

し、あらゆる場面でデジタル技術が欠かせ

ないものとなり、ＡＩやロボット技術の発

達は、生活に大きな影響を与え、経済・社

会構造にこれまで以上の変革をもたらしつ

つあります。 

このような中、国は「世界最先端デジタ

ル国家創造宣言・官民データ活用推進基本

計画」において、デジタル強靱化社会の実

現に向け、社会全体のデジタル化を進める

必要があるとしています。また、令和２年

１２月に策定された「自治体デジタル・ト

ランスフォーメーション（ＤＸ）推進計

画」において、デジタル社会の構築に向け

た取組を全自治体において着実に進めてい

くこととしています。 

本町では、平成２６年に基幹業務システ

ムをクラウド化したほか、庁内ネットワー

クのＷｉ－Ｆｉ化や町税等の納付書の

キャッシュレス対応化等、電子自治体の実

現に向けた取組を進めてきました。今後も

ＩＣＴの普及により、町民の生活があらゆ

る面でより良い方向に変化するよう、「足

寄町デジタル・トランスフォーメーション

（ＤＸ）推進計画」を策定しました。 

「デジタル・トランスフォーメーション

（ＤＸ）」とは、デジタル技術やデータの

利活用及びそれに伴う組織、制度の変革が

人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化

させることであることから、本計画に６つ

の基本方針を掲げ、便利で効率的な行政

サービスを目指すこととしました。基本方

針は、①利用者の利便性向上を意識した業

務見直しを伴うデジタル技術の導入、②デ

ジタル技術導入による業務の効率化、③費

用対効果を意識したデジタル技術の導入、

④デジタル化したデータ分析を活用した行

政サービスの実現、⑤全部局でのＤＸの推

進、⑥地域社会のデジタル化の推進として

おり、今後、各業務におけるデジタル技術

の活用を進めてまいります。 

実施施策の概要ですが、行政手続きのオ

ンライン化を推進するほか、住民がサイン

のみで各種手続きが行える「書かない窓

口」、マイナンバーカードを利用しコンビ

ニエンスストアで住民票などを取得できる

「コンビニ交付」、窓口業務のキャッシュ

レス対応等の導入についての検討や、ＧＩ

Ｓ（地理情報システム）のデータを集約す

ることによる業務効率化、オープンデータ

の活用、議会のＤＸ推進等を図ってまいり
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ます。さらに、業務の自動化システム（Ｒ

ＰＡ）やＡＩ技術も令和６年度から試験的

に導入するとともに、ＤＸ人材の育成を

行ってまいります。 

また、国は自治体の情報システムの標準

化・共通化を図るため、地方自治体に対し

標準化基準に適合した情報システムの利用

を義務付けたことから、対象事務について

令和７年度までに標準準拠システムへ移行

し、デジタル庁が運営するガバメントクラ

ウドに接続を行うため、情報セキュリティ

を強化し安定したシステムの運用を行って

まいります。 

本町のＤＸ推進を加速し、デジタル技術

により各種手続きのオンライン化や簡略化

等により、住民の利便性向上を図るととも

に、業務の効率化を促進し行政サービスの

向上を進めてまいりますので、御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げ、御報

告といたします。 

次に、国民健康保険病院の医師体制につ

きまして、現在、常勤医師として、内科３

名、外科１名のほか、非常勤の派遣及び出

張医師により診療を行っております。 

このほど、足寄町医師等修学資金の貸付

を受けていた帯広市内在住の医師１名か

ら、本年４月１日からの勤務についての希

望があり、採用を内定いたしましたことか

ら、現在、赴任に向けた諸手続きを進めて

おりますので御報告申し上げます。 

新たに常勤医師としてお迎えする方は、

池田明洋氏、５３歳です。 

池田医師は空知管内芦別市の御出身で、

平成２７年に札幌医科大学医学部を卒業

後、同年４月から独立行政法人地域医療機

能推進機構北海道病院、平成３１年４月か

ら市立芦別病院に勤務された後、令和４年

４月に帯広第一病院へ入職され、現在は消

化器内科主任医長として勤務されておりま

す。 

専門科目は内科・消化器病領域で、現在

は、同領域の専門医として指導的な役割も

担われており、令和４年度においては臨時

の派遣医師として、２か月に１回程度、当

院での内視鏡検査業務や外来診療にも御従

事いただきました。 

また、大変誠実なお人柄で、赴任に当

たっては本町の地域医療に貢献したいとの

強い思いも伺っておりますので、着任後の

御活躍を大いに期待しているところです。 

このたびの池田医師着任により、約５年

ぶりに常勤医師が内科、外科合わせて５名

体制となることで、より一層の医療提供体

制の充実が図られることとなります。 

今後におきましても、消化器系疾患の診

療を強みとしつつ、一般内科から外科治療

に至るまで幅広く診療を行うとともに、地

域の基幹病院としての役割のもと、町民の

皆様が安心して暮らし続けることができる

よう、引き続き安定的な診療体制の確保に

努めてまいります。 

以上、国民健康保険病院の診療体制につ

いての御報告とさせていただきます。 

 以上、２件の行政報告とさせていただき

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 行政執行方針 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第５ 行政執

行方針について、町長から行政執行方針を

申し述べます。 

町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、行政執行方針を申し上げま

す。 

令和６年第１回足寄町議会定例会の開催

にあたり、私の町政執行に臨む基本姿勢と

主要な施策につきまして所信を申し上げま

す。 

昨年５月に町民の皆様の負託を受け、２

期目の足寄町長という重責を担わせていた

だいてから１０か月が経過しました。 

昨年５月８日に新型コロナウイルス感染
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症が５類に移行となり、足寄ふるさと盆踊

り・両国花火大会をはじめとする様々な行

事を再開することができ、コロナ前の賑わ

いを取り戻しつつあります。これまでマス

ク着用や手指消毒、行動自粛など感染防止

対策に御協力をいただいた町民・事業者の

皆様、地域の保健医療を支えていただいた

関係者の皆様に改めて感謝を申し上げま

す。 

住んでいて良かった、これからも住み続

けたいと思えるまちづくりに向け、町民の

皆様とともに考え、ともに取組を進めてま

いりたいと考えておりますので、御支援と

御協力をお願い申し上げます。 

町の基幹産業である農業の関係では、春

先から好天に恵まれたことから、小麦と馬

鈴しょは生育が早く進み、平年以上の収量

で豊作となりましたが、豆類は、高温の状

態が続いたことや、収穫時期の断続的な降

雨等の影響で、大豆以外は反収・収穫量と

も前年を下回りました。てん菜は高温多湿

の影響から、褐斑病が蔓延し低糖分とな

り、品質・収量ともに著しく低下し、深刻

な被害となりました。 

畜産関係では、ロシアのウクライナ侵攻

等の影響で、肥料や飼料、生産資材価格が

高騰し、農家経営を圧迫しています。生乳

の生産抑制緩和や乳価の引上げなど、若干

上向きな要素はありますが、仔牛価格は依

然として低迷し、厳しい経営状況が続いて

いることから、足寄町農業協同組合との連

携を密にし、農業経営継続のための支援を

行ってまいります。 

人口減少対策は本町の最重要課題であ

り、基幹産業の農林業をしっかり支援する

ことが、地域経済の振興、過疎対策に結び

付くものと考えており、「足寄町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づき、地方

創生の取組を進めています。 

地方創生、人口減少対策の大きな柱であ

る「子育て応援出産祝金贈呈・保育料完全

無償化・学校給食費無償化・足寄高校存続

に関する支援」等の子育てと教育の支援を

継続し、「安心して子育てできる町、足寄

町」を、町外にアピールできるまちづくり

を進めてまいります。 

あわせて、産業の振興と雇用の場を創出

するための取組、時代の変化にあった福祉

施策を進め、ひとり暮らしのお年寄りや障

がい者が安心して住み続けられる環境を充

実させてまいります。 

国・地方とも厳しい財政状況が続いてお

りますが、「人にやさしいまちづくり、町

民の幸せのために」、町民目線で誠心誠

意、足寄町の発展に取り組みます。 

現在足寄町では、令和７年度から令和１

６年度までの１０年間のまちづくりの指針

となる「第７次総合計画」の策定に向け、

まちづくりアンケートや地区別懇談会など

を開催し、地域や各種団体等の代表者や有

識者に参加いただいている第７次総合計画

策定専門委員会において、第６次計画の検

証、次期計画策定のための課題抽出等を

行っています。 

コロナ危機から脱却し、「この足寄町に

住んで良かった」と思っていただける、

「安全で安心なまち」の実現に向け、新年

度予算編成に臨みました。 

令和６年度予算編成の重点方針を、１、

医療と介護・保健・福祉連携システムの推

進、２、安全、安心な住みよいまちづくり

の推進、３、産業振興の推進、４、学びと

文化のまちづくりの推進、５、総合戦略に

よる人口減少対策の推進の５点に定め、予

算編成を行いました。 

地方交付税を中心とする歳入の確保に明

るい見通しがない中、施設の維持管理費や

公債費等、経常経費が年々増加していま

す。 

特に近年は、改修や更新といった長寿命

化が必要な施設や設備が増加しており、本

年度は下愛冠コミュニティセンター、あ

しょろ銀河ホール２１の防火シャッターや

排煙設備、螺湾小学校や弓道場遠的場の改
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修など、多額の一般財源が必要な事業が増

えています。 

先ほど行政報告をさせていただきました

が、足寄町デジタル・トランスフォーメー

ション推進計画に基づき、行政のデジタル

化に取り組み、町民の皆様の利便性の向上

と行政の効率化を進めてまいります。 

また、ゼロカーボンの推進では、２０５

０年までのカーボンニュートラル達成に向

け、再生可能エネルギーの導入や省エネ等

を全町的な取組として推進するため、二つ

の実行計画の策定等を行います。 

一つ目は、足寄町の事務事業に伴う温室

効果ガス排出量削減のため平成２９年に策

定した「足寄町地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）」の見直しを本年３月中に

行い、二つ目は令和６年度中に、民間の

方々を含めた足寄町内全域の再生可能エネ

ルギーの導入、省エネルギーの促進、緑化

推進、廃棄物の削減などによる、温室効果

ガスの削減を進めるための指針となる「足

寄町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」を策定する予定です。 

住民、そして事業者の皆様が自発的にゼ

ロカーボンや省エネの取組を進めていただ

けるよう、適切な情報を発信して住民周知

に努めるとともに、町民の皆様の御意見を

反映させた計画を策定したいと考えており

ます。 

ゼロカーボン推進に向けた取組として、

本年度は、街路灯及び温水プール照明のＬ

ＥＤ化について予算計上しており、今後、

役場庁舎、集会施設及び学校施設等のＬＥ

Ｄ化を積極的に進めてまいります。 

次に、令和６年度各会計の予算案等につ

きまして、項目ごとにその概要を御説明い

たします。 

歳入の確保につきましては、適正にその

財源を見積り、収入可能な財源については

積極的な捕捉と自主財源の確保に努めるこ

ととしています。 

町税は町の歳入の根幹をなすものであ

り、税収確保は極めて重要なことから、適

正で公平公正な課税に努めます。 

昨年度からコンビニ納付の運用を開始

し、全国のコンビニエンスストアやスマー

トフォンによる納付が可能となり、税金の

ほか、公共料金等も納付していただくこと

が可能となりました。 

町債については、交付税補填率の高い地

方債を厳選して借り入れ、その他の収入に

おいても、過大とならないよう留意して計

上しております。 

次に歳出では、住環境の向上、定住促進

と地域経済活性化の取組として、町内建設

業者施工による住宅・店舗等の新築及び増

改築工事、賃貸住宅整備、空き家解体等を

対象とした住環境・店舗等整備補助事業を

引き続き行います。 

また、まちづくり活動支援補助金につき

ましても、住民参加によるまちづくりや住

民の主体性が発揮できるまちづくり活動を

支援するため、引き続き計上しておりま

す。 

ふるさと足寄応援寄附推進事業につきま

しては、令和６年度は８千万円の収入を見

込んでおりますが、町内事業者の返礼品開

発を支援する補助制度を継続し、寄附額増

に繋げてまいります。 

地方創生推進事業では、新婚世帯の新生

活スタートに伴う経済的負担を軽減し、新

生活を支援する、結婚新生活支援事業補助

金を本年度も計上しています。 

また、移住施策として、移住希望者の募

集や相談業務を行うとともに、北海道が運

営するマッチングサイト支援の対象となる

求人やテレワークにより、東京２３区から

足寄町に就職・就業した移住者を支援する

ための予算を計上いたしました。 

次に、公共施設等の管理につきまして

は、安全性と利便性の向上を図るために、

あしょろ銀河ホール２１にエアコンを設置

するほか、下愛冠コミュニティセンターの

改修、令和７年度建設予定の（仮称）旭町
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コミュニティセンターの実施設計を計上し

ています。また、公営住宅では、栄団地公

営住宅の屋根・外壁塗装等の改修工事、北

星団地の解体を行います。 

交通安全の推進につきましては、昨年７

月に、交通事故死ゼロが１，０７６日でス

トップしましたが、不幸な事故が起きない

よう、本別警察署や足寄交番、交通安全協

会などと連携して、啓発活動や交通安全教

育を推進し、町民の交通安全意識の高揚を

図り、交通事故撲滅に向けた取組を進めて

まいります。 

自治会活動の推進でありますが、自治会

は住民が地域で安心して生活していくため

に防犯・防災・福祉など様々な取組を通し

て、住みよい地域づくりを進める中心とな

る組織であります。近年、高齢化や担い手

不足、コロナ禍によって住民同士の繋がり

が希薄になりつつあり、地域の課題を地域

で解決できる体制の整備、地域に住む人が

孤立せず安心して住み続けられる地域を維

持するため、自治会の組織力強化と地域活

動の活性化、花いっぱい運動等の環境美化

活動や自主防災組織の設立等、自治会連合

会とともに、自治会活動に支援を行ってま

いります。 

次に、福祉施策の推進について申し上げ

ます。 

障がい児者施策につきましては、障害者

地域生活支援拠点施設と連携し、相談対応

や居住支援など、障がい児者の生活を地域

全体で支える体制の整備を進めてまいりま

す。 

子育て支援の充実につきましては、子育

て安心基金を財源に、引き続き、出産祝金

の支給をはじめ、認定こども園、へき地保

育所、家庭的保育及び学童保育所の保育料

等完全無償化を継続してまいります。 

また、伴走型相談支援及び出産・子育て

応援給付金等一体的実施事業につきまして

は、引き続き出産・子育て応援ギフトの支

給や面談等により子育て支援を行うほか、

母子健康手帳、予防接種業務及び乳幼児健

診のデジタル化を進め、スマートフォンア

プリを導入し、子育て支援を効果的に行え

る体制の構築を図ります。 

こども園及び学童保育所においては、登

園等の記録を管理するシステムを本格稼働

させ、保護者への連絡体制の充実や保育支

援計画の作成、情報の共有化を進めてまい

ります。 

国は、こどもの健やかな成長を社会全体

で後押しするためにこども家庭庁を令和５

年度に発足しましたが、本町においても、

更なる子育て支援の充実を図るための体制

整備を進めます。 

高齢者福祉施策では、福祉課総合支援相

談室を中心に医療機関や介護サービス事業

所等との情報共有を一層進め、介護保険制

度の改正、介護保険サービスを取り巻く時

代の変化への対応や、「医療と介護・保

健・福祉の連携システム」の充実に向けた

取組を進めてまいります。また、町内の軽

費老人ホームに経営安定資金等を助成し、

福祉施設サービスの円滑な提供を支援いた

します。 

介護人材の確保・育成事業としまして、

修学資金貸付金、就業支援等補助金、介護

福祉士資格取得等補助金などの制度を継続

するほか、介護職員初任者研修を開催し、

介護事業の円滑な運営を支援してまいりま

す。 

次に、予防検診経費といたしまして、Ｐ

ＥＴがん、ヘリカルＣＴ肺がん検診等の各

種がん検診のほか、人間ドック、胃カメ

ラ、骨粗しょう症やピロリ菌検査、脳ドッ

ク検診等の受診に係る経費について引き続

き支援を行うとともに、加齢などによる免

疫機能の低下が原因で発症する帯状疱疹に

対し、発症及び重症化予防のためのワクチ

ン接種費用の助成を行い、町民の命と健康

を守る取組を充実してまいります。 

なお、新型コロナウイルス感染症のワク

チン接種事業につきましては、令和５年度
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で全額公費による特例臨時接種が終了しま

す。令和６年４月以降は、６５歳以上の

方、６０歳から６４歳の方のうち一定の条

件に該当する方については、重症化予防を

目的に定期接種化となり原則有料となるほ

か、定期接種以外でワクチン接種を希望す

る方は、任意接種として自費で接種してい

ただくことになります。 

今後、国の方針等が確定しましたら、町

民の皆様にお知らせしたいと考えておりま

す。 

環境衛生についてですが、これまではハ

チ駆除を行う町内事業者がいなかったた

め、依頼があれば無償で町が駆除をしてき

たところですが、町内事業者よりハチ駆除

を事業として実施したいとの申出があった

ことから、今後、町による駆除は行わず、

高齢者及び障がい者等の住宅等に限定し

て、ハチ駆除費用の一部を助成することと

いたしました。 

町営温泉浴場「銀河の湯あしょろ」につ

いては、昨年４月のオープン以降、２月末

で約３万人の利用があり、新たな憩いの場

として御利用いただいています。今後も、

くつろぎと健康増進の場を提供するため、

指定管理者とともに円滑な運営を進めてま

いります。 

ごみ減量化の取組につきましては、啓発

活動の強化、リサイクル体制の充実等を進

め、更に食品ロスやごみ発生を抑制する取

組を推進するとともに、引き続き、資源ご

み集団回収や生ごみ処理機等の購入に対し

て助成を行ってまいります。 

市街地の燃やさないごみ等の収集は、毎

週月曜日に実施していましたが、週当たり

の回収量が少ないことから、本年４月から

月２回の収集とすることといたしました。

また、大誉地・上利別・白糸・愛冠・鷲府

地区につきましては、本年４月より、月曜

日から金曜日に収集日を変更することとい

たしました。 

し尿等処理手数料につきましては、平成

１８年４月の改定以降、消費税率の上昇分

のみを反映させた改定を行ってきました

が、昨今の燃料費や人件費等の上昇を踏ま

え、本年４月１日から約２割の値上げをす

ることとしました。 

次に、農業施策の推進について申し上げ

ます。 

農業を取り巻く環境は、先行きを見通す

ことが非常に困難な状況にあり、本町の農

業がこの状況を乗り越えるために、その基

盤となる足腰の強化が求められています。 

持続可能な畑作経営を推進するために

は、「土づくり」が非常に大切ですが、燃

油価格高騰による堆肥運搬コストの上昇で

堆肥利用が減少していることなどから、足

寄町農業協同組合が実施する「耕畜連携地

力増進事業」を支援し、堆肥や発酵消化液

の有効活用促進を図ってまいります。 

畜産関連では、経営安定のために大家畜

特別支援資金利子補給費などの制度を継続

し、農家の負担軽減を図るとともに、経営

の安定と向上を図るために規模拡大等を行

う畜産農業者に対する無利子の畜産振興資

金の貸付を継続します。 

また、町内において、家畜伝染病の発生

が相次ぎ、牛馬の移動や出荷の制限、淘汰

に至る場合もあり、経済的にも精神的にも

大きな負担となっていることから、足寄町

農業協同組合や関係機関と連携し、家畜伝

染病の予防と衛生対策の強化を図ってまい

ります。 

農業担い手対策につきましては、昨年は

２戸の新規就農がありましたが、今後も経

営開始資金や新規就農志向者として研修さ

れる方への実習奨励金などの幅広い支援を

行うとともに、経験の浅い経営者の指導等

も、関係機関と連携して取り組みます。ま

た、新たな担い手確保に向けた情報発信と

収集にも力を入れてまいります。 

基盤整備事業では、営農用水の整備を継

続して進めるとともに、必要な基盤整備事

業について、北海道が事業主体である道営
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事業への新規採択に向け、足寄町農業協同

組合と連携して取り組んでまいります。 

また、農村地域の高齢化や人口減少等が

進む中、地域の共同活動等を支援し、多面

的機能の維持・発揮を図るため、国の「多

面的機能支払交付金」「中山間地域等直接

支払交付金」「環境保全型農業直接支払交

付金」の各制度を活用して、農業と集落を

維持する取組に支援をしてまいります。 

次に、林業振興について申し上げます。 

将来にわたって森林の恵みを享受できる

まちづくりを推進し、森林の有する多面的

機能を発揮するため、森林施業の実施や森

林保全を進め、健全な森林資源の維持造成

を推進します。 

森林環境譲与税を財源とする森林環境整

備事業は、森林整備の推進、林業人材の育

成と担い手確保等を柱に、適正な森林施業

の実施と健全な森林資源の維持造成など、

本町の林業振興に繋がる取組を、関係機関

と連携して推進してまいります。 

有害鳥獣対策につきましては、特にエゾ

シカの個体数が増加し、農作物への被害が

年々増え大きな問題となっていることか

ら、「足寄町鳥獣被害防止計画」に基づ

き、足寄町農業協同組合、農業関係団体、

猟友会などと一体となって捕獲体制を強化

し農業被害の軽減に努めます。 

次に、商工観光振興対策について申し上

げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、商工業者は、これまでにない厳しい状

況が続いていましたが、昨年５月以降、観

光客も徐々に増え、活気が戻りつつありま

す。しかしながら、以前の売上げにまで回

復していない状況にあることから、足寄町

商工会や金融機関と連携し、町内事業者の

状況把握に努め、必要な対応を検討してま

いります。 

また、経営継続に必要な取組を行う小規

模事業者に対し、商工会が支援する「小規

模事業振興補助金」や町内で新たに創業し

た事業者に対し、創業時と創業から２年経

過後に支援を行う「足寄町創業及び持続化

支援金」を本年度も計上しています。 

また、消費者対策については、悪質商法

等による被害が後を絶たないことから、

様々な機会を通じて注意喚起や被害防止対

策に取り組むほか、複雑多様化する相談内

容に対応できるよう、相談体制の充実を図

り、消費生活の安全を確保してまいりま

す。 

イベントの開催については、昨年、「足

寄ふるさとラワンぶきまつり」と「足寄ふ

るさと盆踊り・両国花火大会」をコロナ後

初めて通常開催し、多くの方に御来場いた

だきましたが、本年も実行委員会ととも

に、更なる充実に努めてまいります。 

雌阿寒岳・オンネトー地区の観光振興に

つきましては、登山ブームもあり多くの観

光客が訪れ、オンネトー野営場休憩舎も多

くの利用者で賑わっており、あしょろ観光

協会や地元事業者等と連携し、訪れてみた

いと思っていただける魅力ある観光コンテ

ンツの充実に努めます。 

次に、土木関係の事業について申し上げ

ます。 

地籍事業につきましては、引き続き令和

２年度着手の中足寄・螺湾・上利別の各一

部地区について、土地の位置付けの明確化

を進めてまいります。 

橋梁長寿命化修繕事業につきましては、

一天橋及びつつじ橋の修繕工事を行うとと

もに、令和７年度の修繕に向けて、柏倉中

央橋及び西洋橋の調査設計を行い、長寿命

化を図ります。 

道路ストック修繕事業として、足寄白糠

線の舗装路面の補修を行い、道路交通の安

全を確保いたします。 

また、総合計画に基づき、町道整備工事

や傷んだ舗装の補修工事を行うとともに、

有利な起債を活用して本年度から２か年を

かけて、集中的に街路灯のＬＥＤ化を進め

てまいります。 



― 11 ― 

公園事業につきましては、里見が丘公園

整備事業として、旧青少年会館から足寄高

校西側にある公園駐車場までの園路を整備

するほか、案内板の設置工事を行います。 

また、公園長寿命化修繕事業として、遊

具等の保守点検結果に基づき、引き続き計

画的な修繕を行い、公園施設の安全と機能

の維持に努めてまいります。 

次に、消防体制の推進についてですが、

常備消防管理経費ではとかち広域消防事務

組合負担金等を、非常備消防管理経費では

主に消防団に要する経費を計上していま

す。 

消防自動車更新事業では、第５分団１部

（中足寄）の消防ポンプ自動車を更新し、

防災体制の強化と地域住民の安全確保を図

ります。 

消防庁舎及び消防団詰所改修事業では、

庁舎仮眠室等空調設備更新工事を行い、上

足寄消防団詰所においては屋根塗装工事を

行い、施設の長寿命化を図ります。 

消防吏員防火衣更新事業では、安全に活

動するために、防火装備に係るガイドライ

ンを踏まえた防火衣への更新を行います。 

消防体制については、出動計画に基づく

消防部隊の適正な運用に努めるとともに、

地域防災力の要である消防団員の確保と装

備の充実を図り、消防体制の強化に努めて

まいります。 

また、火災を減らすためには一人一人の

防火意識が重要なことから、年間を通して

啓発を行い、町民の防火意識を高めること

に努めてまいります。 

救急体制については、高齢化による救急

件数の増加と救急業務の高度化に対応する

ため、気管挿管や薬剤投与等の救急救命士

を主体とした研修を進めるとともに、町民

に対する救命講習の拡充に努めてまいりま

す。 

引き続き、町民の安心安全を確保するた

め、消防署、消防団と関係機関が連携し

て、地域の実情や社会情勢に対応した消防

行政の推進に努めてまいります。 

次に、防災関係について申し上げます。 

頻発する異常気象や大規模地震・火山噴

火、大規模停電等の災害に備えるため、引

き続き自主防災組織の結成に係る支援の強

化を図るとともに、能登半島地震の教訓か

ら、冬期における避難所対策としてポータ

ブルストーブを購入するほか、夏季におけ

るクーラーの借上など防災資機材の増強等

を行ってまいります。 

次に、特別会計について申し上げます。 

特別会計及び企業会計では、それぞれの

会計の設置目的に沿い、簡素で効率的な会

計運営を意識して事業執行を進めてまいり

ます。 

国民健康保険事業特別会計につきまして

は、高齢化による医療費の増加と被保険者

の減少、経済の低迷なども重なり、財政負

担は大きく増しており、令和６年度当初予

算においても基金を取り崩しての予算編成

となっています。 

令和１２年度に予定されている全道での

標準保険税率の導入に向け、保険税率の段

階的な移行、納付金財源の安定確保、年度

間の税負担の平準化を図る調整財源として

の基金を一定量確保するためにも、計画的

な税率改正を行い、国民健康保険制度が被

保険者にとって、安心して医療機関を受診

でき、地域の医療を支える制度として役立

てるよう、今後も努めてまいります。 

本年の１２月には現行の保険証が廃止さ

れ、マイナンバーカードとの一体化が予定

されておりますが、被保険者が不安なく必

要な医療を受けられるよう、準備を進めて

まいります。 

簡易水道事業特別会計につきましては、

引き続き、適切な施設の維持管理を行い、

安全・安心な水の供給に努めてまいりま

す。 

介護保険特別会計にあっては、第９期介

護保険事業計画の初年度として、これまで

の実績を踏まえた計画を基に必要な事業を
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行ってまいります。 

介護サービス事業特別会計であります

が、特別養護老人ホームの運営にあたって

は、利用者の立場に立った質の高いサービ

スの提供に努め、家庭的な雰囲気の中でそ

の人らしい暮らしを保つことができるよ

う、健康保持、安全・安心して生活が送れ

る施設づくりを今後も進めてまいります。 

また、施設の建替えにつきましても、本

年度より工事着手し、令和７年度の供用開

始を目指し事業を進めてまいります。 

後期高齢者医療特別会計につきまして

は、引き続き、安定した制度運営のために

北海道後期高齢者医療広域連合と連携を

図ってまいります。また、高齢者の保健事

業と介護予防を一体的に実施するため、住

民課と福祉課が連携し、個々の状態に応じ

た疾病予防や重症化予防、生活機能の向上

を図るための取組を進めてまいります。 

資源ごみ処理等事業特別会計につきまし

ては、中足寄にある銀河クリーンセンター

において、足寄町、本別町及び陸別町のご

みの中間処理等を行っており、施設整備後

２０年以上が経過することから、計画的な

設備更新等を進めてまいります。適切な時

期に設備更新を行い、経費節減を図るとと

もに、ごみ処理に関する課題の検討を本別

町及び陸別町と連携して進めてまいりま

す。 

次に、企業会計について申し上げます。 

上水道事業会計につきましては、安全・

安心な水道水の安定的な供給を図るため

に、老朽管路の更新と道路改良工事に伴う

配水管移設工事を行います。 

本年度から公営企業法を適用した下水道

事業会計につきましては、ストックマネジ

メント計画に基づき、老朽化した旭町のマ

ンホールポンプ更新工事を行い、下水終末

処理場につきましては、長寿命化を図るた

めの点検を行います。 

既設汚水管につきましては、高圧洗浄や

カメラ調査を計画的に進め、適正な維持管

理を行ってまいります。 

次に、国民健康保険病院事業会計につい

てでありますが、本年４月１日付けで、新

たに内科常勤医師１名が着任することとな

り、約５年ぶりに常勤医師が５名体制とな

ります。 

経営基盤安定のためには、医師はもちろ

んのこと、看護師など医療従事者の安定的

確保と定着化が必要不可欠でありますこと

から、引き続き重点課題として取り組んで

まいります。 

国保病院は、町内唯一の入院病床を有す

る２４時間３６５日対応の救急告示医療機

関として、引き続き、急性期患者の受入れ

を継続するとともに、高度医療機関で急性

期治療を終えた患者のリハビリや在宅復帰

に向けた回復期機能を提供する地域医療機

関としての体制を維持してまいります。 

病院機能においては、高度医療に対応し

得る医療機器の整備、消化器病専門医によ

る診療体制の充実、住民ニーズに即した専

門外来の継続や訪問診療、訪問リハビリの

拡充など、住民の健康と福祉を守るため、

予防医療から早期治療などの総合的な医療

サービスが提供できる体制を整えてまいり

ます。 

人口減少のほか、ここ数年は新型コロナ

ウイルス感染症の影響により患者数は減少

傾向にあり、病院事業経営は厳しい状況が

続いておりますが、限られた医師、看護師

等の医療資源を最大限効率的に活用すると

いう視点を最重要視し、病院経営の強化に

取り組んでまいります。 

将来にわたり安心して住み続けるための

持続的な医療を提供するため、新興感染症

対策や医療ＤＸへの対応、脱炭素化の取組

など、新たに策定する経営強化プランに

沿った病院運営を着実に進めてまいりま

す。 

引き続き、町民の皆様が安心と信頼を

もって受診していただけるよう、良質な医

療の提供はもとより、病院スタッフの接遇
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向上についても、最大限の努力をしてまい

ります。 

以上、項目ごとの概要説明を申し上げま

したが、今回の予算編成にあたっては、財

政の健全化を念頭に置き、緊急性や必要

性、経費の節減等を十分に考慮し、財源に

つきましては町税、地方交付税等において

は不透明な部分が多いものの、過大になら

ないように算定し、限られた財源の効率的

配分や国の補助制度等を可能な限り活用し

予算編成を行いました。 

申し上げました内容を主として令和６年

度の予算を編成いたしました結果、各会計

の予算案規模は、一般会計が１０１億４，

１０５万１，０００円、前年度当初比９％

増。特別会計の計が３６億１，６３１万

２，０００円、前年度当初比３０．７％

増。企業会計の計が２１億２，２２２万

７，０００円、前年度当初比３１．８％

増。合計が１５８億７，９５９万円、前年

度当初比１６％増となりました。 

昨年度は改選期であったことから、全体

的に前年度当初比が大幅な伸びとなってい

るほか、令和６年度より、下水道事業が特

別会計から企業会計へ移行したため、企業

会計の伸びが大きくなっております。 

一般会計の歳入では前年度当初比で、町

税は１．３％減の９億５，９６７万３，０

００円を、地方交付税は１．７％増の４６

億８，２８８万３，０００円を、基金繰入

金は財政調整基金や減債基金など９基金か

ら１６．３％増の８億３，１６２万８，０

００円を見込んでおります。また、町債に

おいては例年どおり辺地対策事業債等を見

込んでおりますが、本年度においては特別

養護老人ホーム等建設の財源として過疎対

策事業債を計上しておりますことから、前

年度比１１５．７％増の１２億５，１２１

万１，０００円を見込んでおります。 

以上、令和６年度の一般会計、特別会計

及び企業会計予算案の概要説明も含め、行

政執行方針を申し上げました。 

引き続き、限りある財源を効果的に活用

し、健全財政の堅持に努め、簡素で効率的

な行財政運営と働き方改革を進める一方、

町民の皆様との対話を大切にして、誰もが

「住民にやさしい役場」と感じていただけ

るよう、議会との連携のもと、協働のまち

づくりを進めてまいる所存でありますの

で、町議会議員並びに町民の皆様の一層の

御支援と御協力をお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） 次に、教育委員会

から教育行政執行方針を申し述べます。 

教育長 東海林弘哉君。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 議

長のお許しを頂きましたので、令和６年第

１回定例会の開会に当たり、足寄町教育委

員会の所管行政の執行に関する主要な方針

を申し上げます。 

人口減少の影響、世界情勢の激変等によ

る「変動・不確実・複雑・曖昧」な現代に

おいて、これまでの知識や経験だけで解を

求めることが難しい状況にあります。この

ような時代だからこそ、心身や社会的に満

たされた状態であるウェルビーイングを実

現する生涯学習の展開が重要です。学校教

育においては、知・徳・体のバランスがと

れ主体的な課題解決力を発揮できる資質・

能力の獲得、社会教育や家庭教育において

は、幅広い世代と連携・協働し支え合える

「人づくり」を推進することが大切です。 

そこで、足寄町教育委員会といたしまし

ては、足寄町第６次総合計画及び第６次足

寄町教育振興基本計画などを基底に据え、

総合教育会議の協議・調整を尊重するとと

もに学校教育と社会教育を両輪とし、新た

に教育推進幹を配置し、豊かな循環型生涯

学習のまちづくりを目指して教育行政を推

進してまいります。 

以下、学校教育と学校教育以外の生涯学

習、高等学校振興の推進について主な施策

を申し上げます。 

一つ目は、学校教育の推進についてです。 

まず、「子どもたち一人一人の可能性を
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引き出す教育の推進」ですが、持続可能な

開発目標・ＳＤＧｓや持続可能な開発のた

めの教育・ＥＳＤの理念に則った問題解決

的な学習や探究的な学習活動を重視し、新

しい時代に必要となる資質・能力を育成し

てまいります。 

次に、「学びの機会を保障し質を高める

環境の確立」ですが、いじめ、不登校への

対応や関係機関と連携した児童生徒への支

援、ＩＣＴの活用による多様な教育機会の

確保、安全教育についても、組織的に行っ

てまいります。何より、教職員の心理的安

全性を確保するためにも、自律型マネジメ

ントを展開し、働き方改革や人材育成、不

祥事防止といった喫緊の課題にしっかり向

き合ってまいります。また、広域にわたる

町内の学校をしっかりつなぎ、小・中・高

の幅広い連携も強化してまいります。 

具体的な方策としまして、「確かな学力」

では、町内小・中学校における教育課程の

連携・充実、少人数指導や習熟度別学習、

ＩＣＴを活用した様々な学習機会の確保、

家庭への啓発活動等に取り組んでまいりま

す。また、各種調査の分析結果の活用や、

「主体的・対話的で深い学び」を実現する

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を

核とした「学力向上推進プラン」の明示、

十勝教育局の学校指導訪問や教育推進幹の

具体的な指導・支援により、確実に授業改

善を図ってまいります。効果的な教育活動

の展開についても、小・中・高で連携・協

働し、体制や方法を工夫してまいります。 

「豊かな心」では、教育相談の機能、組

織的・計画的な道徳教育や道徳科の充実、

ＳＮＳ等の情報モラル教育の徹底、読書活

動の推進に取り組んでまいります。特に、

読書につきましては、豊かな人生の基礎と

なる感性を育む読書活動を充実させるため、

移動図書や巡回配本、図書館司書の学校訪

問相談等、町図書館と学校の連携を図って

まいります。また、「いじめ問題」につき

ましては、足寄町いじめ防止基本方針に基

づき、まずは積極的に認知し重大事態を引

き起こさないよう、また早期に対応できる

よう指導してまいります。コロナ禍後、増

加傾向にある不登校の対応については、学

校・保護者・関係機関の連携強化を図り、

個別最適な改善を目指します。併せて、ヤ

ングケアラーについても、関係機関と連携

して把握と支援の検討に努めてまいります。 

「健やかな体」では、「全国体力・運動

能力、運動習慣等調査」等の結果を踏まえ

た体力づくり策の持続化や保健指導、栄養

教諭と連携した食育の充実を図ってまいり

ます。併せて、学校給食の運営に当たって

は、衛生・安全管理を徹底するとともに、

地場産食材の積極的な活用による「ふるさ

と給食」等を継続し、安全・安心で楽しい

給食の提供に努めてまいります。 

その他、ふるさと教育や国際理解教育、

キャリア教育、防災・交通安全教育を推進

するために、あらゆる人材を活用するとと

もに、関係機関・団体等との連携・調整を

図ってまいります。 

さらに、ＩＣＴによる教育では、「使う

こと」から「より効果的な活用」という第

２段階の取組が求められています。本町と

しましても、１人１台端末を効果的に指導

計画に位置付け充実を図ってまいります。

また、きめ細かな複式教育や長期欠席児童

生徒への支援等、多様なＩＣＴ活用につい

ても工夫してまいります。 

特別支援教育では、一人一人の教育的ニ

ーズに応じた適切な教育を実施するため、

社会的自立や合理的配慮を踏まえた個別の

教育支援計画に基づいた教育活動や、あし

ょろ子どもセンターとの連携強化等、支援

体制の充実に努めてまいります。 

教職員の人材育成につきましては、足寄

町「人づくりの町」構想に沿って、北海道

教育委員会の研修履歴を活用した新たな研

修制度との融合を図り、意義や志といった

パーパス起点により十勝で活躍できる人的

資源の育成を目指してまいります。そのた
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めにも、教職員の働き方改革を確実に推進

し、未来創造型のアプローチを展開してま

いります。 

コミュニティ・スクールにつきましては、

地域学校協働活動はもちろん、ＰＴＡ連合

会等との一体的な取組を強化し、地域の諸

課題を主体的・協働的に解決していけるよ

う多様で包括的な組織としての基盤づくり

を行ってまいります。 

二つ目は、生涯学習の推進についてです。 

『「学ぶ・育てる・ささえあう」笑顔あ

ふれるまちづくり』を基本理念とした第６

次足寄町教育振興基本計画を踏まえ、「地

域と歩む持続可能な教育の実現」として足

寄ならではの生涯学習社会の実現に向けた

家庭教育や社会教育等の充実を図ってまい

ります。また、地域資源を組み入れた多様

な学習活動やＩＣＴを活用した情報共有及

び町民ニーズの把握に努めるとともに、学

び合いを通して「人的ネットワーク」の絆

を強め、「人づくり」に取り組んでまいり

ます。 

具体的な方策としまして、まず「家庭教

育学級」や子育て支援・学習と交流の会

「すくすく」の充実、関係機関との連携を

通して、家庭教育・子育て支援の発展に努

めてまいります。 

人間形成の基礎が培われる青少年教育に

つきましては、ＳＤＧｓ・ＥＳＤを踏まえ、

自然体験活動「すすめ！あしょろ☆冒険王」

をはじめ、多様な活動を展開します。また、

地域の教育機関である「北海道立青少年体

験活動支援施設ネイパル足寄」等との連携

も図ってまいります。 

未来のリーダーを育成する成人教育や、

女性が個性や能力を発揮し活躍できる機会

や情報の共有、高齢者向けの１００年塾

「生きがいスクール」等、多様で豊かな学

び合いを支援するとともに、全ての年代で、

国際交流を意識した取組を展開してまいり

ます。 

生涯学習施設、とりわけ図書館につきま

しては、情報センターとしての機能が充実

するよう、関係機関との連携のほか、魅力

ある事業を展開し読書活動を推進してまい

ります。 

足寄動物化石博物館につきましては、本

町の象徴的な学術施設としてさらに価値を

高めるための連携を図ってまいります。 

体育・スポーツの振興につきましては、

中学校部活動の地域移行の取組を契機とし

て、指導者の育成や指導体制の整備を図っ

てまいります。さらに、十勝東北部３町で

連携した総合型地域スポーツクラブの育成

等を検討してまいります。 

三つ目は、足寄高等学校教育振興の推進

についてです。 

足寄高等学校の存続・２間口確保に向け

た取組につきましては、足寄高等学校振興

会等関係団体と連携・協議し、海外研修派

遣事業等これまでの振興策を継続するとと

もに、さらに広く周知し効果を高められる

よう努めてまいります。 

また、コーディネーターを配置し、小・

中・高の連携・協働をはじめ、主体的に課

題に向き合う力を身に付けさせる「探求活

動」への支援も行い、高等学校教育の質の

向上に貢献したいと考えております。 

以上、令和６年度の教育行政の執行に関

する主要な方針について申し上げました。 

町議会議員並びに町民の皆様の御理解と

御支援をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政執行

方針を終わります。 

ここで暫時休憩をいたします。 

１１時３０分まで休憩といたします。 

午前１１時１２分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 報告第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第６ 報告第

３号予定価格１，０００万円以上の工事又
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は製造の請負契約の締結についての件を議

題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） 議案書の１

ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました、報告第３号

予定価格１，０００万円以上の工事又は製

造の請負契約の締結について、御説明を申

し上げます。 

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規

定により、次のとおり御報告するものでご

ざいます。 

２ページの別紙を御覧ください。 

令和５年１１月１７日から令和６年２月

１３日までの間で、足寄町議会総合条例第

１２条第１項第１号の規定により御報告す

る工事又は製造の請負は、表のとおり２件

でございます。 

以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対して、質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって、報告を終わります。 

 

◎ 議案第９号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第７ 議案第

９号固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第９号固定資産評価審査委

員会委員の選任について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

 下記の者を足寄町固定資産評価審査委員

会委員に選任いたしたく、地方税法第４２

３条第３項の規定により、議会の同意をお

願いするものでございます。 

提案する方につきましては、氏名、尾岸

秀毅氏で、住所、生年月日は議案書に記載

のとおりでございます。 

提案理由につきましては、令和６年５月

８日をもって任期満了となることから再任

をお願いするものでございます。 

尾岸氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

御審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第９号固定資産評価審査

委員会委員の選任についての件を採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９号固定資産評価審

査委員会委員の選任についての件は、同意

することに決定いたしました。 

 

◎ 議案第１０号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第８ 議案第

１０号第４期足寄町障がい者福祉計画・第

７期足寄町障がい福祉計画・第３期足寄町

障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年

度）についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま
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す。 

 福祉課長 森岡彰寿君。 

○福祉課長（森岡彰寿君） ただいま議題

となりました、議案第１０号第４期足寄町

障がい者福祉計画・第７期足寄町障がい福

祉計画・第３期足寄町障がい児福祉計画

（令和６年度～令和８年度）について、提

案理由の御説明をいたします。 

議案書の４ページをお開きください。 

足寄町議会総合条例第１１条第１項の規

定により、第４期足寄町障がい者福祉計

画・第７期足寄町障がい福祉計画・第３期

足寄町障がい児福祉計画（令和６年度～令

和８年度）を別冊のとおり定めたいので、

御提案するものでございます。 

令和３年３月に策定しました障がい福祉

計画等の計画期間が令和５年度末で終了す

ることから見直しを行うものです。 

計画策定に当たり、障がい福祉計画等の

具現化に向けた協議や提言を行う学識経験

者、障がい者団体、障がいサービス事業者

等の代表者や公募住民等により構成されて

おります足寄町障害者自立支援協議会にお

きまして、本年度２回の協議会を開催頂

き、調査、審議、そして御意見を頂き、計

画策定に御尽力頂きましたことに、改めて

厚くお礼を申し上げたいと思います。 

本年２月２０日開催の自立支援協議会に

おいて、全員一致で了承されましたことか

ら、本日、計画提案をさせていただくもの

であります。 

 現在、計画書の最終校正を行っており、

本日配付の計画書の一部に字句の修正等が

行われる可能性があることにつきまして、

御了承くださいますようよろしくお願いい

たします。 

ボリュームのある内容でございますの

で、重点項目や特に説明が必要と思われる

内容にポイントを絞り、御説明させていた

だきます。 

 別冊の計画書１ページをお開き願いま

す。 

最初に、第１章総論、１、計画策定の趣

旨ですが、障害者基本法、障害者総合支援

法、障害者差別解消法、児童福祉法、医療

的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律等に基づき、足寄町では障がい者福

祉計画等３計画を一体の計画として策定

し、基本理念である「障がいがあっても安

心して暮らせる地域づくり」の実現を目指

して、障がい者施策の総合的かつ計画的な

推進を図ってきました。このたび、計画期

間が終了するにあたり、これまでの進捗状

況及び数値目標の達成状況を検証し、第４

期足寄町障がい者福祉計画等を策定するも

ので、国の指針、北海道の計画及び制度改

正を踏まえ策定しております。 

次に、２ページ、２、計画の性格及び位

置づけですが、（１）第４期足寄町障がい

者福祉計画は、町の障がい者施策を総合的

かつ計画的に推進するための計画で、障害

者基本法に基づく市町村障害者計画にあた

ります。（２）第７期足寄町障がい福祉計

画・第３期足寄町障がい児福祉計画は、国

の基本指針に基づき、令和８年度末におけ

る成果目標の設定とサービスの必要量を見

込み、この提供体制の確保を図るための実

施計画で、それぞれ法に基づく市町村障害

福祉計画、市町村障害児福祉計画にあたり

ます。 

 次に、３ページをお開きください。 

３、他の計画との関係ですが、国や北海

道の計画を踏まえつつ、足寄町第６次総合

計画、足寄町地域福祉計画をはじめ、各分

野との連携・協働のもと、総合的に推進し

てまいります。 

次に、４ページ下段、計画の対象です

が、障がいのある人もない人も相互に人格

と個性を尊重し合い、ともに支えながら暮

らすことができる地域共生社会の実現を目

指すため、手帳の有無にかかわらず、全て

の人を対象とします。 

６、計画の推進に向けてですが、自立支

援協議会において進捗状況の点検・評価を
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行うこととしています。 

続いて、５ページに移りまして、Ⅱ、障

がいのある人を取り巻く現状、２、障がい

のある人の現状についてですが、本町にお

ける身体障害者手帳の交付者数は、令和２

年度以降減少傾向にあり、令和５年１２月

末では３５０人となっているほか、人口推

移と同様に高齢化が進んでいます。 

７ページに移りまして、知的障がい者の

関係では、療育手帳の交付者数は令和５年

１２月末で６６人となっており、ほぼ横ば

いの状態が続いています。 

８ページに移りまして、精神障がい者の

関係では、精神保健福祉手帳の交付者数は

令和５年１２月末で４３人となっており、

こちらもほぼ横ばいとなっています。 

９ページに移りまして、自立支援医療精

神通院受給者についてですが、平成３１年

度以降、横ばい傾向にありますが、令和５

年１２月末で１１４人と若干減少している

一方、高齢者の割合が増加傾向となってい

ます。 

次に１０ページ、発達障がい者について

ですが、平成２２年の改正で、障害者自立

支援法の対象として明確に規定され、発達

障害者支援法の施行から１０年経過した平

成２８年に法改正が行われ、支援の一層の

充実が規定されました。 

次に、高次脳機能障がい者についてです

が、脳卒中などの病気や交通事故、頭部へ

の怪我などにより脳を損傷した後遺症とし

て見られる障がいで、精神障害者保健福祉

手帳や自立支援医療（精神通院医療）の申

請対象とされています。 

 次に、難病患者ですが、平成２５年の障

害者総合支援法の施行により、障害者の定

義に難病等と明記され、障がい福祉サービ

ス等を利用できるようになりました。 

 続きまして１１ページをお開きくださ

い。 

医療的ケア児についてですが、人工呼吸

器による呼吸管理や喀痰吸引等の医療行為

を、日常生活及び社会生活を営むために恒

常的に受けることが必要不可欠である児童

で、令和３年度における全国推計値では約

２万人となっています。 

次に１２ページ、第２章障がい者福祉計

画について御説明いたします。 

Ⅰ、基本理念ですが、障がいがあっても

安心して暮らせる地域づくりを基本理念と

し、障がいのある人もない人も互いに地域

社会の一員として関わり合い、支え合いな

がら生活していける地域づくりを目指しま

す。 

Ⅱ、計画の目標及び体系、１、計画の目

標についてですが、①地域生活の支援体制

の充実、②自立と社会参加の促進、③バリ

アフリー社会の実現の三つの目標を定め、

目標達成に向けた取組を促進していきま

す。 

続きまして１３ページを御覧ください。 

２、計画の体系ですが、目標、施策の区

分、施策の方向について記載しておりま

す。 

次に１４ページ、Ⅲ、施策の方向と主要

施策、１、地域生活の支援体制の充実、生

活支援につきましては、自らの決定に基づ

き、身近な地域で日常生活又は社会生活を

営むことのできる体制を整備し、在宅サー

ビスの量的・質的充実を図り、施設入所者

等の地域生活への移行を推進するととも

に、障がい福祉・医療を支える人材の養

成・確保に努めます。 

続きまして１５ページ、主要施策とし

て、①生活支援体制の充実、②相談支援体

制・地域移行支援の充実、１６ページに移

りまして、④障がい福祉サービス・地域生

活支援事業の充実などに取り組むこととし

ております。 

次に１７ページ、保健・医療についてで

すが、障がいの原因となる疾病等の予防、

早期発見、治療の推進を図り、地域生活へ

の移行と定着を促進するとともに、難病に

関する施策を推進します。 
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主要な施策として、①適切な保健・医療

の提供、②障がいの原因となる疾病等の予

防・治療、１８ページに移りまして、③精

神障がいのある人や難病のある人など障が

いの特性に応じた支援の充実に取り組むこ

ととしています。 

続いて１９ページ、２、自立と社会参加

の促進、療育・教育についてですが、心身

の発達の段階や年齢に応じた支援を地域で

一貫して取り組むことができるよう、体制

の充実を図ります。 

２０ページ、主要施策として、①障がい

のある子どもに対する支援の充実、②学校

教育の充実などに取り組むこととしていま

す。 

２２ページに移りまして、就労支援につ

いてですが、意欲や特性に応じた就労機会

の拡大と賃金水準の向上及び職場定着を促

進します。主要な施策として、①町民、企

業、行政等が一体となった応援体制づく

り、②一般就労の推進、２３ページに移り

まして、③多様な就労の機会の確保などに

取り組むこととしています。 

 次に２４ページ、社会参加についてです

が、障がい者が社会参加の主体として活躍

できるよう環境整備を促進するとともに、

障がいのある人と地域住民等が交流する場

の整備、意思疎通手段の確保、移動に関す

る支援の利用促進に努めます。 

主要な施策として、①社会参加の促進な

どに取り組むこととしています。 

続きまして２６ページ、３、バリアフ

リー社会の実現、差別の解消、権利擁護の

推進及び虐待の防止についてですが、差別

を禁止し、障がいのある人の暮らしづらさ

を解消するとともに、障がい者の権利を最

大限に尊重することなどについての理解を

促進します。 

主要な施策として、①権利擁護の推進・

虐待の防止、②成年後見制度の利用促進な

どに取り組むこととしています。 

次に２８ページ、生活環境についてです

が、住まいから交通機関、まちなかまで連

続し、冬期における安全で快適な道路交通

の確保と防災・防犯、感染症対策を推進い

たします。 

主要な施策として、①住まい・まちづく

りの推進、２９ページに移りまして、②移

動・交通のバリアフリーの促進、③防災・

防犯対策の推進などに取り組むこととして

います。 

 ３０ページ、情報アクセシビリティの向

上及び意思疎通支援の充実についてです

が、誰もが必要とする情報に簡単にたどり

着け、利用できるといった、情報の利用に

おけるバリアフリー化を図り、意思疎通手

段の拡充及び自立と社会参加を促進しま

す。 

主要な施策として、①情報通信における

情報アクセシビリティの向上等に取り組む

こととしています。 

３２ページを御覧ください。 

第３章障がい福祉計画・障がい児福祉計

画についてですが、第２章の障がい者福祉

計画で定める障がい者施策の基本的な考え

方や方針を受け、第３章におきまして具体

の成果目標や実施計画を定めるものです。 

Ⅰ、成果目標についてですが、自立支援

の観点から令和８年度を目標年度として、

七つの成果目標を設定しております。成果

目標は、第６期計画における実績を考慮す

るとともに、障がい福祉サービスの利用状

況、障がいのある人の意向、本町の現状を

総合的に勘案した上で設定します。 

１、福祉施設の入所者の地域生活への移

行につきましては、令和４年度末の施設入

所者は３８人となっており、国の基本指針

に基づき、入所者の６％以上を地域生活へ

移行することを基本としていますことか

ら、３人を目標としています。 

続いて３３ページ、２、精神障がいに対

応した地域包括ケアシステムの構築では、

関係機関や医療機関との連携を図り、入院

している精神障がい者が地域の一員として
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安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、必要な支援体制の構築を目指し

ます。 

 次に３４ページ、３、地域生活支援拠点

等が有する機能の充実については、令和３

年度に基幹相談支援センターと福祉ホーム

の機能を併せ持つ、地域生活拠点施設を整

備しましたことから、運用状況の検証及び

検討を行い、障がい児・者が住み慣れた地

域で安心して生活することができるよう、

地域全体で支えるサービス体制の構築を図

ります。 

３５ページに移りまして、４、福祉施設

から一般就労への移行等ですが、障がいの

ある人やその家族、障がいのある人を雇用

している企業を対象とした個別相談会の開

催等を通じて、双方の不安感の解消や相互

理解の促進を図るとともに、就労場所の確

保・拡大を目的とした研修会や、情報交換

会の場を設定することで、障がいのある人

の意欲や障がい特性に応じた一般就労への

移行を支援します。 

次に３６ページ、５、障がい児支援の提

供体制の整備等では、（１）重層的な地域

支援体制の構築を目指すための児童発達支

援センターの設置及び保育所等訪問支援の

充実、３７ページに移りまして、（２）主

に重症心身障がい児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所

の確保、３８ページに移りまして、（３）

医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場の設置及びコーディネーターの配置等

に取り組むこととしています。 

続いて、６、相談支援体制の充実・強化

等ですが、本町では障がいのある人やその

家族等のニーズを受け止める一元的な相談

支援体制として、基幹相談支援センター及

び障がい者虐待防止センターを足寄町障害

者地域生活支援センターに設置しています

が、多様な相談内容や、地域における生活

上の複合的な課題に対応できるよう体制の

充実・強化に取り組みます。 

３９ページに移りまして、７、障がい福

祉サービスの質を向上させるための取組に

係る体制の構築ですが、北海道が実施する

障がい福祉サービス等に係る研修等に担当

職員が積極的に参加するなどし、障がい福

祉サービスの質の向上に取り組みます。 

 次に４０ページ、Ⅱ、活動指標等です

が、各サービスの活動指標及び確保のため

の方策を定め、提供体制の計画的な整備を

図ることとし、１、障がい福祉サービス・

相談支援では、居宅介護等の訪問系サービ

スの見込量を、４２ページでは、療養介護

等の日中活動系サービス、訓練系・就労系

サービスの見込量を、４５ページでは、施

設入所支援等の施設系サービス、居住系

サービスの見込量を推計し、必要なサービ

スの提供に努めます。 

続いて４６ページ、相談系サービスで

は、利用者のニーズに合わせたサービス等

利用計画の作成や、障がい者が地域生活を

継続できる体制の検討を進めます。 

 次に４８ページ、２、補装具ですが、補

装具の給付を希望する障がい者への公平・

公正な支給に努めます。 

４９ページに移りまして、３、障がい児

支援ですが、障がい児通所系サービスとし

て、児童発達支援、放課後等デイサービス

などの見込量を推計し、学校等の関係機関

や地域のサービス提供事業者等と綿密な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 

５２ページに移りまして、子どもセン

ターによる独自の取組内容及び実績につい

てですが、児童相談の状況としまして、本

人・保護者からの相談、学校との連携につ

いて記載しています。 

５３ページ、協議の場として、相談が

あったケースについては速やかにサポート

会議等を開催し、関係機関で情報を共有

し、早期かつ包括的に支援ができる体制を

整備することとしています。 

５６ページに移りまして、４、地域生活
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支援事業の主な活動指標ですが、理解促進

研修・啓発事業において、配慮を必要とし

ている人への思いやりのある行動や、障が

いや障がいのある人に対する理解の促進を

図っていきます。また、自発的活動支援事

業や、５７ページに移りまして、相談支援

事業、成年後見制度利用支援事業等の取組

を進めます。 

５９ページに移りまして、日常生活用具

給付等事業では、日常生活用具の給付を希

望する障がい者への周知及び把握に努め、

日常生活の利便性向上を図ります。 

６０ページ、移動支援事業では、社会生

活上必要不可欠な外出や社会参加のための

外出の際の移動を支援するほか、移動手段

がなく、継続的な治療を要するじん臓機能

障がい者の移動支援も実施しています。 

６１ページに移りまして、地域活動支援

センター事業では、在宅障がい者等に創作

的活動又は生産活動の機会を提供し、社会

との交流促進を図ることとしています。 

また、日中一時支援事業は、見守り、社

会に適応するための日常的な訓練を行うと

ともに、家族の就労や一時的休息の支援に

つながっています。 

６２ページ下段、福祉ホーム事業です

が、令和４年度より地域生活支援拠点施設

として、福祉ホーム機能を持つ足寄町障害

者地域生活支援センターの運営を行ってお

り、居住支援を必要とする障がい者が円滑

に利用できるよう支援を継続します。 

 次に６４ページを御覧ください。 

６４ページからは資料編で、策定経過、

委員名簿、アンケート調査結果を掲載して

います。 

アンケート調査は、身体、療育、精神保

健福祉等の各手帳の所持者を対象に、生活

状況や障がい者サービスの利用意向等を把

握するために実施したもので、計画策定の

際の資料となります。 

 以上、第４期足寄町障がい者福祉計画等

の概要説明とさせていただきますので、御

審議のほどよろしくお願い申し上げ、提案

理由の説明とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております、議案第

１０号第４期足寄町障がい者福祉計画・第

７期足寄町障がい福祉計画・第３期足寄町

障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年

度）についての件は、文教厚生常任委員会

に付託し、会期中の審査とすることにいた

したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議案第１０号第４期足寄町

障がい者福祉計画・第７期足寄町障がい福

祉計画・第３期足寄町障がい児福祉計画

（令和６年度～令和８年度）についての件

は、文教厚生常任委員会に付託し、会期中

の審査とすることに決定いたしました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査の

上、報告を願います。 

それでは、昼食のため１時まで休憩とい

たします。 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 議案第１１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第９ 議案第

１１号足寄町公の施設に係る指定管理者の

指定についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 
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 教育次長 丸山一人君。 

○教育次長（丸山一人君） ただいま議題

となりました、議案第１１号足寄町公の施

設に係る指定管理者の指定について、提案

理由の説明を申し上げます。 

議案書、５ページを御覧ください。 

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり指定管理者を指定する

ため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

１、公の施設の名称は、足寄町多目的交

流施設でございます。 

２、指定管理者となる団体の名称は、足

寄町南７条４丁目６６番地１、一般社団法

人びびっどコラボレーション、代表理事 

櫻井光雄氏でございます。 

３、指定管理期間は、令和６年４月１日

から令和１１年３月３１日まででございま

す。 

指定管理者の選定理由につきましては、

１点目として、足寄高校生の下宿と短期滞

在用の移住体験宿泊施設を兼ね備えた、全

国的にもまれな複合施設である足寄町多目

的交流施設の性質と目的を理解し、また利

用者との信頼関係を構築してきているな

ど、平等かつ公平な利用に努めておりま

す。 

２点目として、当該法人は足寄町の地域

性を熟知し、各種行政施策に精通してお

り、さらには、各分野でノウハウを持つ者

たちで、地方創生のために組織されたまち

づくり会社であることから、足寄町の地域

性や、他業種間連携による地域活性化、経

済及び福祉関連政策など複数の政策間連携

の必要性を理解し、将来の足寄町を担う人

材の育成を行い、当該施設を効率的かつ効

果的に運営できる最適かつ唯一の団体でご

ざいます。 

３点目として、当該施設の運営に関し、

最初の構想段階から強い愛郷心と熱意を

持って携わってきており、１期目の平成２

８年６月から現在まで、事業計画のとおり

安定した施設管理と健全な経営をしてきて

いることから、これからも同様の施設運営

が期待できるところでございます。 

なお、指定管理者選定委員会は、令和６

年２月２１日、足寄町副町長を委員長に、

４名の選定委員の出席をもって開催され、

選定基準に照らし総合的に審査した結果、

一般社団法人びびっどコラボレーションが

指定管理者の候補として選定されたところ

でございます。 

次に、資料として添付しております基本

協定書案について、御説明申し上げます。 

６ページを御覧ください。 

第１章総則では、本協定の目的、公共性

及び民間事業の趣旨の尊重、用語の定義、

管理物件、リスク分担、指定期間及び会計

年度などを規定しております。 

なお、第８条の指定期間ですが、先ほど

触れておりますが、令和６年４月１日から

令和１１年３月３１日までの５年間として

おります。 

７ページ、第２章本業務の範囲と実施条

件では、第９条で本業務の範囲、第１１条

で業務実施条件について規定しておりま

す。 

第３章本業務の実施では、本業務の実

施、職員の配置、管理施設の修繕、緊急時

の対応、個人情報の保護などを規定してお

ります。 

８ページ、第４章備品等の取扱いでは、

備品の管理・使用について規定しておりま

す。 

第５章業務実施に係る甲の確認事項で

は、事業計画書、月報の提出、事業報告

書、業務実施状況の確認と改善勧告につい

て規定しております。 

９ページ、第６章指定管理料及び利用料

等では、指定管理料、利用料等収入の取扱

い、利用料金の決定などを規定しておりま

す。 



― 23 ― 

第２８条の指定管理料については、第１

項で無償としており、第２９条第２項で、

利用料等の一部を納付金として徴収するこ

とができると規定しております。 

第７章損害賠償及び不可抗力では、損害

賠償等、保険、不可抗力発生時の対応など

を規定しております。 

１０ページ、第８章指定管理の指定期間

の満了では、業務の引継ぎ等、原状回復義

務、備品等の取扱いを規定しております。 

第９章指定期間満了前の指定の取り消し

では、指定の取り消しなどを規定しており

ます。 

１１ページ、第１０章その他では、著作

権等の使用、権利・義務の譲渡の禁止、暴

力団関係者の排除、本業務の範囲外の業

務、協定の変更、疑義についての協議など

を規定しております。 

１２ページ以降は、別紙１用語の定義、

別紙２管理物件、別紙３リスク分担表につ

いて規定しております。 

１４ページをお開きください。 

別紙４仕様書ですが、変更点について説

明させていただきます。 

１５ページになります。 

第６項利用料等についてですが、第２号

利用料金について、光熱費、食材等が値上

がりしていることから、改定しました。 

移住体験等の利用者は、１泊当たり５，

０００円以内から５，５００円以内、足寄

高校生下宿は一月当たり７万円から７万

７，０００円以内と、それぞれ１０％値上

げさせていただきました。 

１６ページを御覧ください。 

別紙５個人情報取扱特記事項について規

定しております。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番進藤議員。 

○１０番（進藤晴子君） この議案第１１

号、足寄高校の子供たちも入っている大事

な施設でありまして、持続可能な事業で

あってほしいと願うばかりの施設でござい

ますが、こちらの議案を今回の定例に持っ

てこられた。 

少し遅くないですか。 

もし持続可能な事業であるということで

あれば、もう少し早めに議会のほうに持っ

て上がってくるのが本来だと思うのです

が、その辺の理由をお聞かせください。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

前回２期目の指定管理に提案させていた

だいたときはですね、１２月の第４回定例

会で提案しております。 

今回も同様なスケジュールで事務作業を

進めておりましたが、指定管理者のほうか

らですね、指定管理者選定委員会に提出す

る資料の準備がちょっと間に合わないとい

う申出があったものですから、ちょっと事

務作業を見直しまして、最終的に必要書類

が全て整ったのが２月の中旬ぐらいでござ

いまして、それから指定管理者選定委員会

が同月の２１日開催となったということ

で、本定例会の提案となったものでござい

ます。 

ちょっと御指摘の部分、確かにおっしゃ

るとおりでございますが、ちょっとこうい

う経過があったということで御理解頂きた

いなと思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 提出書類がび

びっどのほうから来るのが遅れたと。 

それは何か理由があるのでしょうか。 

例えば金額の面であるとか、交渉する金

額をどうしようかと迷っているとか、何か

そういう事情があってということではない
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ですか。 

それとも端的に、人員が足りなくて、ス

タッフが足りなくて、書類が用意できな

い。 

もしお分かりになれば教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） 遅くなった理

由については複数の点があるかなと思いま

す。 

どうしても事務的なことをやっぱり代表

１人でやらなければならないといった中

で、膨大な過去のですね、資料の整理だと

かもありますし、今回やっぱり一番大き

かったのがちょっと登記的な部分の書類が

あったということで、ちょっとその部分

が、法務局とのやりとりの中で、ちょっと

時間がかかってしまったというところが一

番大きいかなというふうに捉えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 事情は分かりま

した。 

でも、大切な子供たちを預かっていると

ころでございますので、前々から少し前

もってコンタクトをとっていただいて、遅

れないように今後やっていっていただけた

らなと思います。 

あと続けてもう一ついいですか。 

私たちがやっぱり懸念するのは、実績は

ここはありますね、もう３期目ということ

で。 

それは十分経営が成り立っているという

こともできるのですが、今回値上げをした

食費とか、燃料費が高騰しているので値上

げをした…、値上げするかどうか分からな

いのですね。上限を値上げしたという、こ

の協定書の中で。 

それは安心したところなのですが、収支

報告書というのを多分毎年上げてらっ

しゃってそれを確認されていると思うので

すけれども、私たちにはそれがちょっと見

えてこないのですね。 

どのように経営をされてやっているの

か。 

町民のほうから、高校生、子供じゃない

ですけれども、高校生が入っている中で、

食事がちょっと足りないとか、そういうよ

うなことも言われています。 

親御さんやっぱり心配しているのですよ

ね。 

そういう中で、本当の民間であれば、直

接、びびっどの上の人と相談して値上げを

するとか、そういうことができますが、こ

こはもうマックスの制限がかかっておりま

す。 

そういうことが親御さんは対応できない

わけですよね。 

その辺の中をどういうふうに酌み取って

いくかというのが大事なのですけれども、

私たちも聞かれても、内容は分からない。 

どの辺の人員がどのくらいいて、どのく

らいお金がかかっているのか、子供たちの

食事はどのくらいになっているのか、公共

料金、その辺のことも、どのくらいかかっ

ているのか、分からないのです。 

なので何とも答えようもなく、どうしよ

うというところで終わっているので、その

辺のことが少し情報として流していただけ

るものなのかどうか、議員のほうに。 

もちろん口外は無用だと思いますが。 

その辺いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

最初のほうに食事の件についても御質問

ございましたが、２年前に外部の方から

ちょっと食事の状況あまりよくないのでは

ないかという御指摘を伺いまして、そのと

きには、野球部の入居者を中心にアンケー

トをとったり、聞き取りをした経過がござ

います。 



― 25 ― 

そういった部分ちょっと、量的なものに

関しては、確かに野球部の量ではございま

せんので、男女の別だとか、運動する、し

ないでもやっぱり量的な部分、個人差はあ

ると思いますが、おかわりだとかもできる

状況にあるということで、聞き取りの中で

は、そんなに特別変だよ、悪いよというよ

うなことはなかったという経過がございま

して、今現在も教育委員会に対しまして、

食事の不満だとか要望については特に届い

てはいないのですけれども、ただもしそう

いう情報があれば、教育委員会と指定管理

者のほうと協議しまして、内容について確

認することは可能かなというふうに思って

います。 

また、経営の部分について、この間過去

には文教厚生常任委員会の中でもいろいろ

説明する機会を頂きまして、その中でも説

明させていただきました。 

例えば決算の中で、一番話題になったの

が納付金だとかそういった部分話題になっ

て説明してきたつもりですが、もしまた文

教厚生常任委員会の場だとか、そういった

中で説明はさせていただきたいなと。もっ

と詳しくですね、説明させていただきたい

なと思いますので、御理解頂きますようお

願い申し上げてお答えとさせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） では文教のほう

で詳しくその辺のことも説明を受けるとい

うふうに受け止めました。細かく教えてあ

げてください。 

それとですね、今言っていました、その

納付金という言葉が出ました。 

私も前に文教におりましたので、説明を

以前受けた覚えがありますが、もう一度確

認の意味で。 

補助金が１人４万円出ております。高校

生に対して。その４万円がどのように流れ

ていって納付金になるのかというところ

を、簡単でいいので教えていただいてよろ

しいでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

下宿代については、できた施設によって

値段が若干違うのですが、６万円台から、

今現在７万円を上限に、負担していただい

ております。 

全ての高校生の入居者に対しまして、足

寄町通学費等補助金の中で４万円を支給し

て、残りの差額分を、親御さんが負担して

納入するという形になります。 

その中で毎月支払っていただいて、それ

以外にも、下宿で生活する上で様々な賄い

材料費だとか、光熱水費だとか、そういっ

た経費がございます。 

そういった経費の中で、あと、当然運営

者であるびびっどコラボレーションに支払

う分もありますし、そういった全ての経費

を、年間の収入から差し引いた残りをです

ね、納付金として毎年度、足寄町に、徴収

というか、協定案に基づいて納入してもら

うという流れになっております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 今の御説明だと

ちょっと私の見解とちょっと違っておりま

した。 

今４万と言った４万円が保護者に入るの

か、それとも直接びびっどのほうに入るの

か、というところをまず確認したいのと、

あと今の御説明では全体的な収入をびびっ

どの収入から経費を差し引いたものを全て

納付金として戻ってくるということは、び

びっどの利益というのですか、どのように

なりますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） ちょっと説明

が足りなくて申し訳ありません。 

毎月４万円支出する補助金につきまして

は、本来であれば保護者に支出する形にな
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ると思いますけれども、１回保護者に払っ

て、それが直接当然指定管理者に払ってい

ただければいいのですが、それには手間も

ございますので、足寄町のほうからその分

については直接指定管理者に支出している

ということになります。 

あとそれ以外も、びびっどはボランティ

アでやっているわけではないので、当然び

びっどに支払う分につきましては、一般管

理費として定額で規定しておりますので、

毎年度びびっどのほうにも、びびっどの収

入としていただいて、それを含めて、それ

も経費の一部としていただいて、残った分

を納付金として町が徴収するといった形に

なります。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

最後に一つだけ、その一般管理費という

のは幾らですか。 

そこだけちょっと確認させてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 率でしょう

か。金額でしょうか。（「金額です」と呼

ぶ者あり） 

過去ですね、資料的には過去の分、例え

ば令和３年度でいけばですね、４６８万

９，０００円。 

令和４年度でいけば４８２万５，０００

円というのが大体そのくらいになっており

ます。 

ただ入居者数によってもですね、異なり

ますので、毎年同じ金額ということには

なっておりません。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

率が決まっているわけではないですよ

ね。 

その辺は考慮しながら毎年決めていくと

いうことですよね。 

完全に、何％って決まっているのです

か。 

今金額をお聞きしましたが。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 率につきまし

ては１５％以内ということになっておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

大変よく分かりました。ありがとうござい

ます。 

今回のこの協定書を見るからにもうしっ

かりとなっていますが、これでもう持続可

能であるというふうに、この金額と、この

協定内容で、というふうに受け止めてよろ

しいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 私が言うのも

何なのという部分はあるかと思うのですけ

れども、一応この間、２期８年間、指定管

理者びびっどコラボレーションとは、いろ

いろ協議だとか相談しながら進めてまいり

ました。 

やはり高校生のお子さんを預かるという

のはとても大変なことだなということを感

じています。 

たまたま私もそのほとんどですね、教育

総務室長、教育次長として関わらせていた

だきましたが、本当に大変で、担当のほう

も、日々苦労しながら対応することもござ

いました。 

あと、びびっどコラボレーションの代表

もですね、一応あの誠意を持ってですね、

子供たち、生徒たちのですね、対応してく

れるというふうに感じておりますので、ま

た組織的にもですね、将来見据えた人材の

採用だとかもしているというふうに聞いて

いますので、その中で任せて、続けられる

というふうに判断しているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はありま
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せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定についての件を採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１号足寄町公の施

設に係る指定管理者の指定についての件

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１０ 議案

第１２号足寄町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） １７ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第１２

号足寄町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

本条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い、法に定める別表第２

が削除されることから、関係条文について

所要の改正を行おうとするものでございま

す。 

改正内容について申し上げます。 

１７ページの改め文の朗読は省略をさせ

ていただきまして、新旧対照表により御説

明いたしますので、１８ページをお願いい

たします。 

第２条におきまして、法に定める別表第

２が削除されたことから、定義の規定に第

５号及び第６号を加えるもので、特定個人

番号利用事務及び利用特定個人情報につい

て定めるものでございます。 

第４条については、第２条で定めた規定

に伴い、第１項及び第３項の文言を改めて

おります。 

１７ページにお戻りください。 

附則におきまして、この条例は、行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行の日から施行することについ

て定めております。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２号足寄町行政手続
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における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２号足寄町行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決されました。 

 

◎ 議案第１３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１１ 議案

第１３号職員の育児休業等に関する条例等

の一部を改正する条例の件を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） １９ページを

お開き願います。 

ただいま議題となりました、議案第１３

号職員の育児休業等に関する条例等の一部

を改正する条例について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

本条例は、地方自治法の一部改正によ

り、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び

適切な処遇の確保の観点から、会計年度任

用職員についても勤勉手当の支給が可能と

なり、総務省から対象となる職員に勤勉手

当を適切に支給すべきものであるとの技術

的助言がされたことから、本町においても

令和６年度から会計年度任用職員に勤勉手

当を支給するため、所要の条例改正を行お

うとするものでございます。 

主な改正内容について申し上げます。 

１９ページの改め文の朗読は省略をさせ

ていただきまして、新旧対照表により御説

明いたしますので、２０ページをお願いい

たします。 

第１条による改正は、職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 

条例中第７条第２項において、文言の一

部を削り、勤勉手当の基準日に育児休業を

している会計年度任用職員のうち、基準日

以前６か月以内の期間において勤務した期

間がある会計年度任用職員についても、勤

勉手当を支給することへの改正を行うもの

です。 

次に２０ページの下段になりますが、第

２条による改正は、足寄町会計年度任用職

員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する

条例の一部を改正するもので、パートタイ

ム会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支

給することへの改正をするものでございま

す。 

条例中、条例の題名を足寄町会計年度任

用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費

用弁償に関する条例に改め、第２条第５項

に勤勉手当の文言を追加し、第７条の２を

追加し、６か月以上任用された１週間当た

りの通常の勤務時間が１５時間３０分以上

のパートタイム会計年度任用職員に、職員

と同じ率で勤勉手当を支給することや、勤

勉手当の不支給、一時差止めなどを定めて

おります。 

次に、２１ページになりますが、第３条

による改正は、足寄町会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正するもの

で、フルタイム会計年度任用職員に対し勤

勉手当を支給することへ改正するものでご

ざいます。 

条例中第４条第１項に勤勉手当の文言を

追加し、改正後の第１９条において、６か

月以上任用されたフルタイム会計年度任用

職員に、職員と同じ率で勤勉手当を支給す

ることを定め、第１９条の２において、懲

戒免職等の処分を受けた者への勤勉手当の
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不支給、一時差止めについて規定しており

ます。 

１９ページにお戻りください。 

附則におきまして、この条例は令和６年

４月１日から施行することとしておりま

す。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３号職員の育児休業

等に関する条例等の一部を改正する条例の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３号職員の育児休

業等に関する条例等の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１２ 議案

第１４号足寄町監査委員条例及び足寄町病

院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） ２２ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第１４

号足寄町監査委員条例及び足寄町病院事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条

例について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

本条例は、地方自治法等の一部改正をす

る法律の施行に伴い、地方自治法を引用す

る規定に条ずれが生じたため、関係条例の

所要の改正を行おうとするものでございま

す。 

改正内容について申し上げます。 

第１条におきまして、足寄町監査委員条

例第３条の文言の整理を、第２条におきま

して、足寄町病院事業の設置等に関する条

例第４条の文言の整理をそれぞれ行うもの

でございます。 

附則におきまして、この条例は令和６年

４月１日から施行することとしておりま

す。 

２３ページに新旧対照表を添付しており

ますので、御参照ください。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１４号足寄町監査委員
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条例及び足寄町病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例の件を採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１４号足寄町監査委

員条例及び足寄町病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１５号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１３ 議案

第１５号足寄動物化石博物館設置及び管理

条例の一部を改正する条例の件を議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 教育次長 丸山一人君。 

○教育次長（丸山一人君） ２４ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第１５

号足寄動物化石博物館設置及び管理条例の

一部を改正する条例について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

博物館法の改正に伴い、本条例の一部を

改正するものでございます。 

これまでの博物館法では、博物館を設置

する場合には、第１８条で地方公共団体の

条例で定めなければならないと規定されて

いました。 

しかし、現在では、地方独立行政法人や

ＮＰＯ法人など、かつては存在しなかった

類型の法人が博物館を設置するようになっ

たことから、これまであった設置主体の限

定項目が撤廃されました。 

そのため、設置根拠とした第１条を改正

するものでございます。 

改正条文の内容について御説明申し上げ

ます。 

足寄動物化石博物館設置及び管理条例の

一部を次のように改正する。 

第１条中「博物館法第１８条の規定に基

づき」を「教育、学術及び文化の発展に寄

与するため」に改める。 

附則ですが、この条例は公布の日から施

行するものでございます。 

右欄に新旧対照表を添付しておりますの

で、御参照願います。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１５号足寄動物化石博

物館設置及び管理条例の一部を改正する条

例の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１５号足寄動物化石

博物館設置及び管理条例の一部を改正する

条例の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 議案第１６号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１４ 議案

第１６号足寄町介護保険条例の一部を改正
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する条例の件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 福祉課長 森岡彰寿君。 

○福祉課長（森岡彰寿君） ただいま議題

となりました、議案第１６号足寄町介護保

険条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 ２５ページをお開き願います。 

本条例の改正につきましては、介護保険

法施行令、介護保険法施行規則の一部改正

に伴い、第１号被保険者の保険料の段階

が、９段階から１３段階に多段階化された

こと及び第１回臨時会に提案し、議決を頂

きました第９期足寄町高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画に基づき、令和６年

度から令和８年度までの第１号被保険者の

保険料率を国が示す標準乗率及び公費軽減

割合を適用した保険料率とするため改正を

行おうとするものでございます。 

なお、介護保険料基準額につきまして

は、令和３年度から令和５年度までの基準

額と同額となっております。 

条例の主な内容について御説明申し上げ

ます。 

２５ページの改め文の朗読は省略させて

いただきまして、新旧対照表により御説明

いたしますので、２６ページをお開きくだ

さい。 

介護保険料率につきましては、高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画の計画期間

ごとに定めることとなっておりますことか

ら、第９期計画期間に合わせ、第３条中

「令和３年度から令和５年度」を「令和６

年度から令和８年度」に改め、第３条第１

項各号において、３４，５００円を３１，

３００円、４３，５００円を４７，２００

円、５１，８００円を４７，６００円、５

７，３００円を６２，１００円に改め、多

段階化に伴い、第９号の次に第１０号から

第１３号までの４号を加えるものです。 

また、同条第３項から第５項中２０，７

００円を１９，６００円に、同条第４項中

３４，５００円を３３，４００円に、同条

第５項中４８，３００円を４７，２００円

に改め、多段階化に伴い、第５条第３項中

「又は第８号ロ」を「、第８号ロ、第９号

ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号

ロ」とし、「令第３８条第１項第１号から

第８号まで」を「令第３８条第１項第１号

から第１２号まで」に改め、第３条第２項

及び第５条第４項において、保険料率に１

００円未満の端数があるときについては、

「５０円未満は切捨て、５０円以上は切り

上げるもの」を「切り捨てるもの」に改め

るものでございます。 

２５ページにお戻り頂きまして、附則で

ございますが、第１条、この条例は令和６

年４月１日から施行するものでございま

す。 

また、第２条で経過措置を定めておりま

す。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１６号足寄町介護保険

条例の一部を改正する条例の件を採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛
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成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１６号足寄町介護保

険条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１７号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１５ 議案

第１７号生活衛生等関係行政の機能強化の

ための関係法律の整備に関する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 建設課長 松野 孝君。 

○建設課長（松野 孝君） ２７ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第１７

号生活衛生等関係行政の機能強化のための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

本条例は、生活衛生等関係行政の機能強

化のための関係法律の整備に関する法律の

制定によりまして、水道法の一部が改正さ

れ、令和６年４月１日から水道整備・管理

行政の権限等が厚生労働大臣から、国土交

通大臣及び環境大臣に移管されることに伴

い、所要の規定の整理を行うため、本条例

を制定し、足寄町営農用水道等条例ほか、

二つの条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

改正内容につきましては、新旧対照表に

より御説明いたしますので、２８ページを

お願いいたします。 

まず、第１条による改正は、足寄町営農

用水道等条例の一部を改正するもので、第

６条、第３３条第２項及び第３６条第１号

中の「厚生労働省令」の文言を、いずれも

「国土交通省令」に改めるものでございま

す。 

次に、第２条による改正は、足寄町水道

事業給水条例の一部を改正するもので、第

５条、第３３条第２項及び第３６条第１号

中の「厚生労働省令」の文言を第１条によ

る改正と同様に、いずれも「国土交通省

令」に改めるものでございます。 

次に２８ページをお願いいたします。 

第３条による改正は、足寄町水道布設工

事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一

部を改正するもので、第４条第６号中の

「厚生労働大臣」の文言を、「国土交通大

臣及び環境大臣」に改めるものでございま

す。 

２７ページへお戻りください。 

附則におきまして、この条例は令和６年

４月１日から施行することとしておりま

す。 

以上で、提案理由の御説明とさせていた

だきますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１７号生活衛生等関係

行政の機能強化のための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定についての件を採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛
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成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１７号生活衛生等関

係行政の機能強化のための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定についての件は、原案

のとおり可決されました。 

 

◎ 請願第１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１６ 請願

第１号将来にわたり持続可能な農業の実現

を図る食料・農業・農村基本法改正等に関

する請願書の件を議題とします。 

ただいま議題になっております、請願第

１号将来にわたり持続可能な農業の実現を

図る食料・農業・農村基本法改正等に関す

る請願書の件は、総務産業常任委員会に付

託し、会期中の審査とすることにいたした

いと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、請願第１号将来にわたり持

続可能な農業の実現を図る食料・農業・農

村基本法改正等に関する請願書の件は、総

務産業常任委員会に付託し、会期中の審査

とすることに決定いたしました。 

なお本件は、会期中の休会中に審査の

上、報告願います。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会といたします。 

 次回の会議は、３月１３日、午前１０時

より開会いたします。 

 大変御苦労さまです。 

午後 １時５４分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


